
消防団員等福祉共済への加入申込み方法について

この福祉共済は全国の
消防団員・消防職員等のための福祉厚生制度です

日本消防協会・都道府県消防協会

本共済は、所属する消防団、消防本部又は消防組合等毎に、それぞれの所属の団員又は職員等
の全員が加入する場合は、申込書への加入者名簿の添付を省略する簡易な手続きができますの
で、この共済に加入を希望しない者がおられる場合は、取りまとめを行っているそれぞれの市町
村の消防事務担当者又は消防本部の消防団事務担当者等に申し出て下さい。申し出がない場合
は、所属の団員又は職員等の全員が加入するものとして取り扱われております。

本共済に、個別に加入を希望する者は、それぞれの市町村の消防事務担当者又は消防本部の消
防団事務担当者等に申し出て下さい。所属する消防団、消防本部又は消防組合等毎に取りまと
めて申し込み手続きを行います。

この「消防団員等福祉共済のしおり」は、運営主体である日本消防協会のホームページにも詳し
く掲載されていますのでいつでもご確認ください。

ガイドライン

本共済へ加入希望者は、この「消防団員等福祉共済のしおり」をよく読まれ、
次の方法により申込んで下さい。
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日本消防協会ホームページ　

http://www.nissho.or.jp

消防団員・
消防職員・家族をしっかりサポート

消防団員等消防団員等
福祉共済福祉共済のしおりしおり
消防団員等消防団員等

福祉共済福祉共済のしおりしおり
消防団員等

福祉共済のしおり

各市町村の消防事務担当者または消防本部消防団事務担当者、都道府県消防協会

日本消防協会 福祉部
〒105‐0001　東京都港区虎ノ門2-9-16日本消防会館
TEL：03-3503-3074　／　FAX：03-3503-1480　／　E-mail：fukushi-kyousai@nissho.or.jp 

お問い合わせ先



　この福祉共済は、昭和44年7月に消防団員福祉共済制度として
発足し、今日まで名実ともに全国の消防団員等の相互扶助による
共済制度として、特に消防団においては、ほとんどの団員が加入
し、多くの実績を上げてきました。
　この共済は、地域の安全安心を担っている消防団員等が安心し
て消防防災活動を行うことができるようにするための共済として、
全国の消防団員、消防職員及び地域において自主的に活動を行う
者等を対象に、非常に低廉な掛金で、加入者が死亡した場合や事
故により負傷し、若しくは疾病により障害の状態に該当した場合
等に補償を行い、さらに死亡又は事故等が公務による場合は相当
高額の弔慰金の給付を行うなど充実した補償を行う共済としてお
ります。また、加入者の健康増進事業や殉職消防団員等の慰霊祭
の開催、地域の慰霊祭への支援など幅広い福祉増進事業を実施
するなど消防団員等の福祉厚生等を図る総合的な共済として、消

防活動の強化、地域防災の向上等を図り、もって国民生活の安全、
社会公共の福祉の増進に貢献してまいりました。
　この相互扶助として行ってきた福祉共済は、「保険業法等の一
部を改正する法律」（平成17年法律第38号、平成18年4月1日施
行）の再度の改正（平成22年法律第51号、平成23年5月13日施
行）により、平成25年4月1日付けで行政庁（総務大臣）の認可を得
て、特定保険業として運営することとなりました。
　保険業法の適用を受けることにより、これまでに比べて種々規
制もありますが、その内容はこれまでどおりの掛金（3,000円）で、
死亡時にはこれまででどおりの遺族援護金や殉職の場合は弔慰
金等の給付を行うこと、また、引き続き福祉増進事業を行い、より
充実した消防団員等のための総合的な福祉共済として適切で健
全な運営を行ってまいります。

　この共済は、公益財団法人日本消防協会(以下｢本会｣といい
ます。)が行う消防団員、消防職員及び地域において自主的に防
災活動を行う者並びに都道府県消防協会、日本消防協会、全日
本消防人共済会及び消防育英会の役職員（以下「消防団員等」
といいます。）が死亡し又は障害を受けた場合等に、その家族の
生活を守るとともに、消防団員等の福祉を増進し、消防団員等
の福祉厚生等を図ることにより、消防活動の強化、地域防災の
向上等を図り、もって国民生活の安全、社会公共の福祉の増進
に寄与することを目的とする総合的な共済（以下「本共済」とい
います。）です。

　この共済は、保険業法の一部を改正する法律（平成十七年法
律第三十八号）附則第2条第1項に基づいて、公益財団法人日本
消防協会が行政庁である総務大臣の認可を得て運営を行って
いるものです。

　消防団員等の皆様を被共済者とし、都道府県消防協会を契
約相手方とする団体契約により、被共済者が死亡し又は障害を
受けた場合等に、共済金を給付するほか、消防団員等の福祉を
増進し、消防団員等の福祉厚生等を図る総合的な共済です。

　次の団体を対象として団体契約により共済契約を締結します。
　　　１　都道府県消防協会
　　　２　公益財団法人日本消防協会
　　　３　生活協同組合全日本消防人共済会

　　　４　公益財団法人消防育英会

　加入の対象者は、次の消防団員等であれば、どなたでも加入
できます。
　　　１　消防団員
　　　２　消防職員
　　　３　地域において自主的に防災活動を行う者
　　　４　都道府県消防協会の役職員
　　　５　日本消防協会、全日本消防人共済会及び消防育英
　　　　　会の役職員
　加入の範囲は次のとおりです。
　　　１　年齢は、８０歳６か月未満の者
　　　２　加入日の前日において健康である者。ただし、継続
　　　　　加入の場合は健康状態を問わないものとします。

　本共済の共済期間は、原則として4月1日から翌年3月31日ま
での1年間とします。ただし、共済期間の途中で共済契約または
加入した場合の最初の途中加入者の加入の責任期間は、共済
契約または加入申込のあった翌月１日からその後に到来する最
初の3月31日までの期間とします。

　共済契約者から本会所定の様式による共済契約申込書によ
る申し込みを本会が承諾した場合には、本会は、承諾日の翌月１
日から共済契約の責任を負います。この本会の責任が開始され
る日を契約日とします。

消防団員等福祉共済の
これまで果たしてきた役割とこれからの運営について

福祉共済の給付種別と共済金額及び掛金

消防団員等福祉共済の概要
この共済の基本的な事項は次のとおりです。

第１　この共済の趣旨及び目的（事業方法書第１条）（契約約款序文）

第６　共済契約期間（事業方法書第6条）（契約約款第14条）

第５　加入の対象及び範囲（事業方法書第5条）（契約約款第1条）

第７　本共済の責任開始日及び契約日（契約約款第13条）

第２　運営の主体

第３　この共済の仕組み

第４　共済契約者の範囲（事業方法書第4条）（契約約款第12条）
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消防団員等が万が一死亡し又は障害を受けた場合等、
その事由及び給付種別等により次のとおりの共済金額を給付します。

掛金は、一人年間一律３,０００円です。
途中加入の場合は、加入月により次のとおりとなります

区　　分 事　　由 給付種別等 共済金額（円）

死　亡

入　院

重度障害
障害の等級（１級又は２級）

障　害
障害の等級（ 3級～1２級 ）

公務・公務外

公　務

公　務

公務・公務外

公　務

公務・公務外

公務・公務外

弔慰救済金

見舞金

障害見舞金

見舞金

遺族援護金

弔慰金

保育援護金

生活援護金

重度障害見舞金

保育援護金

入院見舞金(120日限度)15日以上の入院で１日あたり

1号

2号

3号

1号

2号

3号

3級又は4級

5級又は6級

7級又は8級

9級又は10級

11級又は12級

1号

2号

3号

1号

2号

3号

1,000,000

23,000,000

10,000,000

7,000,000

5,000,000

1人　250,000

1,000,000

23,000,000

6,000,000

4,500,000

2,500,000

1人　250,000

500,000

300,000

180,000

90,000

60,000

750,000

750,000

500,000

500,000

500,000

400,000

1日　　1,500

付
加
給
付

付
加
給
付

付
加
給
付

3
級
〜
6
級

7
級
〜
9
級

加入月日

掛金（円）

加入月日

掛金（円）

4月1日

3,000

5月1日

2,750

6月1日

2,500

7月1日

2,250

8月1日

2,000

9月1日

1,750

10月1日

1,500

11月1日

1,250

12月1日

1,000

1月1日

750

※なお、この共済の運営は、平成26年4月1日からとなります。
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この共済の加入及び契約に際して、特にご確認頂きたい事項や、共済金をお支払いできない場合などご注意頂きたい事項などもありますので、特にご注意いただきたい事項として「重要事項等」として記載しました。

　Ⅰ　共済契約の手続きに関すること　
第１　共済契約の手続き（事業方法書第8条）　
１　本会は、本会の共済契約者になろうとする者に対し、本共済の重要事項を記
載した書面をもって本共済契約の内容の説明を行って、契約の意向の確認を行
い、共済契約者は、所定の様式による共済契約申込書（以下「契約申込書」とい
う。）に所定事項を記入し、加入者名簿を添付し記名押印のうえで、これを本会に
提出するものとします。　
２　前項による契約申込書に添付する加入者名簿は、消防団員、消防職員が所属
する消防団、消防本部又は消防組合等（以下「消防団等」という。）、地域において
自主的に防災活動を行っている自主防災隊等（以下「自主防災隊等」という。）及
び都道府県消防協会、日本消防協会、全日本消防人共済会及び消防育英会（以下
「県消防協会等」という。）毎に、消防団員、消防職員、自主防災隊員及び県消防協
会等の役職員の全員が加入する場合(以下「全員加入の場合」という。)は加入者
名簿を省略することができるものとします。　
３　本会は、第１項の共済契約の申込みを承諾した場合、承諾日の翌月1日（但
し、承諾日が1日の場合はその当日。以下、「責任開始日」という。）から共済契約上
の責任を負うものとし、共済契約者からの求めに応じ、共済証書を作成し、遅滞な
くこれを共済契約者に交付します。　
４　本会は、前項の共済契約申込みを承諾しない場合、その旨を遅滞なく共済契
約者を経由して加入者に通知します。この場合において、掛金が既に払い込まれ
ているときは、遅滞なくその全額を共済契約者を経由して加入者に返還します。
第２　契約申込書の記載事項（事業方法書第17条）　共済契約者は、共済契約申
込書には、所定の様式により次の各号に掲げる事項を記載する。　（1）申込年月
日　（2）申込団体名及び住所　（3）加入申込消防団、消防本部等、自主防災隊等
及び県消防協会等（以下「加入申込消防団等」という。）の区分、加入申込件数、加
入申込者数及び掛金額　（4）共済金の受取人　（5）共済の給付内容及び共済金
　（6）共済期間の始期及び終期　（7）共済金の支払方法
第３　共済証書の記載事項（事業方法書第18条）（契約約款第15条）
　本会は、共済契約を締結した場合、次の各号に定める事項を記載した共済証書
を共済契約者に交付します。　（1）本会の住所及び名称　（2）共済契約者名　
（3）加入申込消防団、消防本部、自主消防隊等及び県消防協会等名　（4）共済金
の受取人　（5）共済の給付内容及び共済金　（6）共済期間の始期及び終期　
（7）掛金の払込方法　（8）共済金の支払方法　（9）共済契約を締結した日　
（10）共済証書を作成した日
第４　脱退と補充加入（事業方法書第9条）　
１　加入者が次の各号のいずれかに該当したときは、その日をもって本会から脱退す
ることとなります。この場合、すでに振り込まれた掛金は返還しないものとします。　
（1）加入者の年齢が80歳6ヶ月に達したとき　（2）加入者が死亡し、又は重度障害の
状態のとき　（3）加入者が退団、退職又は除隊したとき　

２　前項の規定により加入者が脱退したとき、この者に代わって補充加入する場合
は、補充加入者のかかる所定の掛金は払込を要します。　
３　Ⅰの第１の２に記載する全員加入の場合、前項により脱退した加入者の後任とし
て消防団員、消防職員又自主防災隊員等となった者は、当該退団、退職又は除隊者に
代わって補充加入することができるものとします。ただし、この場合、当該補充加入者
は残存保障期間について掛金の払込みを要しません。
第５　被共済者の同意の確認（事業方法書第10条）
　共済契約者（都道府県消防協会等）から共済契約の申し込みを受けるにあたり、本
共済に加入しようとする者（以下「加入予定者」といいます。）に対して、当協会から又
は共済契約者を通して、本共済の重要事項を記載した書面又はその他の適切な方法
により本共済契約の内容の説明を行い、加入予定者に、本共済への加入に同意する
旨の文書を提出させ、又は、消防団等、自主防災隊又は都道府県消防協会等におい
て、その加入予定者が本共済への加入に同意する旨は代表者が加入予定者を代表し
て表示することについて、その加入予定者が合意した場合には、その加入予定者の同
意について、所定の様式による共済加入契約申込書にその代表者等に記名押印をし
ていただくことにより加入予定者の同意の確認を行います。
第６　掛金の払込（契約約款第17条）（事業方法書第13条）
１　共済契約者は、本会に対し概要の第5に記載する共済期間開始日の前月末日ま
でに、掛金を本会の指定口座に払込まなければなりません。　
２　本会は、共済契約の掛金を領収した場合、掛金領収書の発行を省略します。ただ
し、共済契約者または加入者から請求があった場合には、掛金領収書を発行するこ
ととします。
第７　共済契約者の共済契約申込み及び掛金払込みの猶予期間（契約約款第18条）
　１　本共済の共済契約者がⅠの第１に記載する共済契約の手続きおよびⅠの第5
に記載する掛金の払込みを行う場合、共済契約申込みおよび掛金の払込期月の翌月
１日から翌々々 月末日までを猶予期間とします。また、概要の第6のただし書きに記載
する途中加入の場合の共済契約申込みおよび掛金の払込みについては、共済契約
申込みおよび掛金払込期月の翌月末日までを猶予期間とします。　
２　前項に記載する猶予期間内に共済契約申込みおよび掛金が払い込まれないと
きは、本共済契約及び加入者の加入は、猶予期間満了日の翌日にその効力を失いま
すのでご注意下さい。
第８　猶予期間中に共済金の支払事由が発生した場合（契約約款第19条)
１　Ⅰの第７に記載する猶予期間中に共済金の支払事由が発生した場合、猶予期中
に共済契約者からの共済契約申込みおよび掛金の払込みのあったことを確認してか
ら共済金を支払います。　
２　前項による共済金の支払期間は、Ⅲの第１に記載する共済金の請求に必要な書
類が、猶予期間中の共済契約者からの共済契約申込みおよび掛金の払込みがある
前に本会に到着している場合は、掛金の払込みがあった日を請求日として準用して取
り扱います。　

３　Ⅰの第７に記載する猶予期間中に共済契約者からの共済契約申込みおよび掛
金の払込みがなかった場合、共済金の請求はなかったものとして共済金の請求に必
要な書類は共済契約者に返却しますのでご注意下さい。
第９　クーリング・オフ（事業方法書第21条）　
１　本会に対して共済契約又は加入の申込みをした者（以下「申込者」という。）は、共
済契約又は加入の申し込みをした日と共済契約又加入申込みの撤回又は解除（以
下、この条において「クーリング・オフ」という。）に関する事項を記載した書面を交付
された日とのいずれか遅い日から起算して８日以内に本会宛に発信した書面によっ
て、当該共済契約のクーリング・オフを行うことができます。　
２  前項の申込者が発信する書面には、クーリング・オフを行使する旨の意思表示、共
済契約又は加入の申込みを行った年月日並びに申込者の団体名及び代表者名又は
氏名、住所の記載及び記名押印を要します。　
３　本会は、クーリング・オフが行われた共済契約に関し、掛金を収受しているとき
は、その全額をすみやかに申込者に返還します。
　Ⅱ　告知に関すること　
第１　告知義務（契約約款第23条）　
１　本会は、共済契約の締結に際し、共済金の支払事由の発生の可能性に関する重
要な事項のうち、告知書等において本会が告知事項として質問することができること
となっています。　
２　前項により、本会が告知事項として質問した場合、加入者は書面により告知する
ことを要します。
第２　告知義務違反による解除又は解除ができない場合（契約約款第24条、第25条）
１　加入者が、Ⅱの第１に記載する本会が告知を求めた事項について、故意また
は重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合
（以下「告知義務違反」という。）には、本会は、将来に向かって当該加入者の加入
を解除することができます。　
２  本会は、共済金の支払事由が生じた後でも、告知義務違反がある場合は当該
加入者の加入を解除することができます。この場合、本会は、共済金を支払いませ
ん。また、すでに共済金を支払っていたときは、本会は、その返還を請求すること
ができます。　
３  前項の規定にかかわらず、共済金の支払事由の発生が解除の原因となった事
実によらなかったときは、本会は、共済金を支払います。　
４　当該加入者の加入の解除は、当該共済契約者および加入者に対する通知に
より行います。　
５　本会は、第１項により、当該加入を解除した場合において、解除日の属する共
済期間の掛金が払い込まれていたとき、当該加入者に対して払込まれた掛金は
返還しません。　
６　本会は、次のいずれかの場合には、第１項に記載する告知義務違反による解除を
することができません。　（1）本会が、共済契約の締結または加入者の加入の際、解
除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき　（2）本会
が解除の原因を知った日の翌日から起算して１か月を経過したとき　（3）共済契約が
更新され、契約日から起算して１年をこえて有効に継続したとき
第３　被共済者または共済の目的の危険選択（事業方法書第7条）
　本共済に係る共済契約の申込みに対する被共済者又は共済の目的の危険選択
は、共済契約申込書及び本会が求めた場合の告知書に記載された内容に基づき、主
として次の各号に定める事項の全部又は一部について行うものとします。　（1）共済
契約者及び被共済者が過去の共済金請求に際し、本会に対して詐欺行為等の不当
な行為を行っていないこと　（2）告知日現在における被共済者の健康状態　（3）告
知日以前の被共済者の傷病歴　（4）その他当会による危険選択のために合理的に
必要な事項
　Ⅲ　共済金の請求及び支払に関すること　
第１　共済金の請求及び支払時期（契約約款第27条）　
１　共済金の支払事由が生じたときは、共済契約者は加入者または共済金の受取人
からの通知に基づき、すみやかに本会に通知するものとします。　
２　支払事由が生じた共済金の受取人は、本会が別に定める必要書類を共済契約者
を経由して本会に提出して共済金を請求することを要します。
３　共済金は、前項の必要書類が本会に到着した日(以下、｢請求日｣といいます。)の
月の翌月末までに、原則として共済契約者を経由して共済金の受取人に支払います。
４　本会は、共済金の支払のために確認が必要な次の各号の場合において、共済契
約の締結から請求までの間に本会に提出された書類だけではその事項の確認がで
きないときは、それぞれ各号に定める事項の確認を行います。この場合には、前項の
規定にかかわらず、共済金を支払うべき期限は、前項に規定する支払期限から起算し
て１５日を経過する日とします。

５　前項の確認をするため、つぎの各号の事項についての特別な照会または調査が
不可欠な場合には、前二項の規定にかかわらず、共済金の支払期限は、請求日の翌日
から起算してそれぞれ各号に定める日数(複数の号に該当する場合であっても１８０

日)を経過する日とします。

６　前二項の規定を適用する場合には、本会は、共済契約者を経由して共済金を請
求した者に通知します。　
７　第３項から第５項に定める支払期限をこえて共済金を支払う場合は、本会は、支
払期限の翌日以降遅滞の責任を負い、遅延利息を共済金とあわせて支払います。　
８　前項にかかわらず、第４項または第５項の確認等に際し、共済契約者または加入
者または共済金の受取人が、正当な理由なくその確認等を妨げ、またはこれに応じな
かったときは、本会は、これによりその事項の確認が遅延した期間について遅滞の責
任を負いません。
第２　共済金の受取人（契約約款第10条）　
１　この共済契約の共済金の受取人は、加入者とします。ただし、この規定にかかわ
らず、加入者が死亡した場合の遺族援護金、弔慰金、弔慰救済金および保育援護金
の受取人は、非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準を定める政令第8条第3項に
定める順位を準用し、次のとおりとします。
（1）配偶者　（2）子　（3）父、母　（4）孫　（5）祖父母　（6）兄弟姉妹　
２　前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については
養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とします。　
３　第１項及び第２項の規定により加入者が死亡した場合の遺族援護金、弔慰金及
び弔慰救済金の受取人に同順位者が二人以上あるときは、その共済金は、その人数
によって等分して支払います。
第３　共済金を支給できない場合（契約約款第9条）
　本会は、次の各号に該当する場合には、共済金を支給しませんのでご注意下さい。
　（1）加入者又は共済金受取人の故意又は重大な過失による場合　（2）加入者の犯
罪、違法行為又は死刑の執行による場合　（3）加入者の精神障害又は飲酒を原因と
する事故の場合　（4）加入者の自殺又は自殺未遂による場合　（5）戦争その他の変
乱による場合
　Ⅳ　共済契約又は加入の無効又は取消等に関すること　
第１　無効又は取消（事業方法書第16条）　
１　共済契約者又は加入者が、共済金を不法に取得する目的又は第三者に共済金を
不法に取得させる目的をもって共済契約を締結または加入申込みを行ったときは、当
該共済契約又は加入者の加入は無効となり、本会は、既に払い込まれた掛金を返還
いたしません。　
２　加入者は、共済契約への申込みに際して、加入者又は共済金の受取人に詐欺又
は脅迫の行為があったときは、本会は、当該加入者の加入を取り消すことができるも
のとし、この場合、既に払い込まれた掛金は返還しません。
第２　共済契約の失効、消滅又は加入の解除（事業方法書第20条)
１　共済契約者が掛金を払い込み猶予期間満了日までに払い込まないときは、共済
契約は猶予期間満了日の翌日をもって失効します。
２　共済期間中に加入者が死亡した場合のほか、共済契約の消滅又は加入者の加
入の解除は、共済契約約款の定めるところによります。
第３　詐欺による取消（契約約款第21条）
　共済契約への加入に際して、加入者または共済金の受取人に詐欺の行為があった
ときは、当該加入者の加入を取り消すことができます。この場合、本会は、すでに払い
込まれた掛金を払いもどしません。
第４　不法取得目的による無効（契約約款第22条)
　加入者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目
的をもって共済契約へ加入したときは、当該加入者の加入は無効とします。この場合、
本会はすでに払い込まれた掛金を払いもどしません。
第５　重大事由による解除（契約約款第26条)　
１　本会は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、当該共済契約
または加入者の加入を将来に向かって解除することができます。
（1）共済契約者または加入者が、この共済契約の共済金を詐取する目的または他人
に詐取させる目的で事故招致（未遂を含みます。）した場合　（2）共済金の受取人が、
この共済契約の共済金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致（未
遂を含みます。）した場合　（3）この共済契約の共済金の請求に関し、その受取人に
詐欺行為（未遂を含みます。）があった場合　（4）前３号に掲げるものほか、共済金の
受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする前３号に定める事
由と同等の重大な事由がある場合　
２　本会は、共済金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの当該契約ま
たは加入者の加入を解除することができます。この場合、本会は、前項各号に定める
事由の発生時以後に支払事由が生じていたときは、共済金の支払を行いません。ま
た、すでに共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。　
３　本会は、第１項により、当該加入を解除した場合において、解除日の属する共済
期間の掛金が払い込まれていたとき、当該加入者に対して払込まれた掛金は返還し
ないものとします。　
４　本条による解除は、共済契約者または加入者に対する通知により行います。

消防団員等福祉共済の重要事項等説明書

号

1

確認が必要な場合 確認が必要な事項
共済金の支払事由発生の有無の確
認が必要な場合

この約款に定める共済金の支払事由に該当す
る事実の有無

2 共済金の支払の免責事由に該当す
る可能性がある場合

共済金の支払事由が発生した原因

3 告知義務違反に該当する可能性があ
る場合

告知義務違反に該当する事実の有無および告
知義務違反に至った原因

4 この約款に定める重大事由、詐欺また
は不法取得目的に該当する可能性が
ある場合

前二号に定める事項または共済契約者または
加入者もしくは共済金の受取人の共済契約締
結の目的もしくは共済金の請求の意図に関する
共済契約の締結時から共済金の請求時までに
おける事実

号

1

特別な照会または調査の対象となる事項とその内容 日数
前項各号に定める事項についての弁護士法その他の法令にもとづく照会

2 前項各号に定める事項を確認するための、専門機関による調査または鑑定等
の結果の照会

3 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における
前項各号に定める事項の確認のための調査

4 前項各号に定める事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関
による捜査結果または調査結果の照会

5

180日

180日

180日

180日

180日前項各号に定める事項についての日本国外における調査

その他の基本的な事項は次のとおりです。

　本会は、第６に記載する共済期間毎に収支計算を行い、収支
差額が生じる見込みがある場合は、その収支差額の範囲内に
おいて、払込掛金に応じた金額を返戻します。

　この共済は、第３に記載する、被共済者が死亡し又は障害を
受けた場合等に、共済金を給付する場合のほか、加入者である
消防団員等の福祉の増進と本共済の健全な運営を図るため、次
に定める福祉増進事業を行うことができることとしています。
　（1）加入者の健康増進及び公務による事故の防止に資する事業
　（2）消防団の大規模災害活動に対する支援事業
　（3）殉職消防団員等の慰霊祭の事業
　（4）消防資機材の交付その他この制度への加入促進と維持
発展を図るために効果的と認められる事業

　（5）都道府県消防協会が行う前各号に記載する事業に対する助成

　本会は、本共済事業の運営その他消防団員等の福祉の増進
に係る重要事項について、本会において別に定める日本消防協
会福祉共済事業等運営委員会規程に基づく同委員会において

審議を行うこととしています。

　本会は、毎事業年度末の収支決算において、本共済の福
祉増進事業の安定的な運営を図ることを目的として、消防団
員等福祉増進事業積立金の積み立てができることとしてお
り、そのうえで、この積立金は消防団員等の福祉の増進に資
する事業に充てるため取り崩しができるものとしています。

　本会は、第４に規定する共済契約者に対して、加入者から
の掛金の収受又は加入者に対する共済金の払込その他共済
契約約款に定められた事務の遂行について、いつでも報告を
求め又は調査することができるものとしています。

　この共済契約における共済金の請求その他この共済に関す
る一切の訴訟については、本会の主たる事務所の所在地または
共済金の受取人の住所地を管轄する地方裁判所をもって、合意
による管轄裁判所とします。

第８　返戻金（事業方法書第24条）

第９　福祉増進事業（事業方法書第25条）（契約約款第30条）

第１０　福祉共済事業等運営委員会（事業方法書第27条）

第１１　消防団員等福祉増進事業積立金（事業方法書第30条）

第１２　共済契約者に対する調査等（事業方法書第26条）

第１３　管轄裁判所（契約約款第32条）
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福祉共済加入者数

経常増減の部
　経常収益
　　受入共済掛金
　　雑収益
　　経常収益　計
　経常費用
　　支払共済金
　　福祉増進事業費
　　事務費等
　　支払準備金積立
　　　経常費用　計
　　　当期経常増減額
経常外増減の部
　経常外収益
　　　当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額 
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

正味財産増減計算書 単位：百万円

3,463
27

3,490

1,087
387
477

1,466
3,417
73

2
2
75
73
148

勘定科目 平成24年度

2,606
49

2,655

1,650
256
450
280

2,636
19

1
1
20
53
73

平成23年度
資産の部
　流動資産
　固定資産
　　支払準備金引当資産
　　その他積立資産
　　その他固定資産
　　　固定資産　計
　　　資産　合計
負債の部
　流動負債
　固定負債
　　支払準備金
　　その他積立資産
　　　固定負債　計
　　　負債　合計
正味財産増減の部
　一般正味財産
負債及び正味財産増減の部

貸借対照表 単位：百万円

209

3,467
690
26

4,183
4,392

97

3,467
680
4,147
4,244

148
4,392

勘定科目 H25.3.31現在 H24.3.31現在

109

2,290
690
27

3,007
3,116

73

2,290
680

2,970
3,043

73
3,116

区　分
消防団員
消防職員等
計

平成24年度 平成23年度
858,001
8,439

866,440

人
人
人

人
人
人

862,592
9,519

872,111

消防団員等が死亡又は障害等を受けた場合等、その家族の生活を守るとともに、消
防団員等の福祉を増進する総合的な共済としており、これまでとほぼ同じです。

6

項　目

趣旨及び目的

消防団員、消防職員及び地域において自主的に防災活動を行う者等で年齢80歳6ｶ
月未満の者が加入でき、これまでとほぼ同じです。加入者の範囲

加入時期は毎年4月1日とし、共済期間は毎年度4月1日から翌年3月31日までの1年間
で、以後毎年更新できます。また、途中加入は１ｶ月単位で翌年1月1日まで加入でき、こ
れまでと同じです。

加入時期と
共済期間

消防団及び消防本部等毎に取りまとめて、加入者名簿を添付して（全員加入の場合は
名簿添付を省略できる）申し込む方式に変わりはありません。

変更点はありません。加入手続き

共済者を日本消防協会（以下「日消」という。）、とし、共済契約者を都道府県消防協会
等（以下「県協等」という。）とする団体契約方式としました。契約の方式

加入者１人当たり、年額3,000円で、これまでと同じです。掛金の額
弔慰金、重度障害見舞金、遺族援護金、生活援護金、保育見舞金、障害見舞金、入院見
舞金とも、これまでと同じです。ただし、弔慰救済金については定額方式としました。

変更点はありません。

変更点はありません。

変更点はありません。

変更点はありません。
弔慰救済金については○○円以内とする
限度額方式としていました。共済金額

重度障害見舞金及び障害見舞金の「障害の等級」は、「非常勤消防団員等に係る損害補償
の支給等に係る省令別表第二に定める等級（以下「障害の等級」という。）による等級とす
ることとしました。重度障害見舞金は、障害の等級第1級又は第2級の状態に該当した場合
とし、障害見舞金は、障害の等級第3級から第12級までの状態に該当した場合としました。

共済契約者になる県協等に対して、本共済の重要事項を記載した書面で説明を行い、契
約の意向の確認を行って、県協等の記名押印を得て共済契約を締結することとしました。

重要事項等の
説明と確認

共済の内容はパンフレット等で説明していまし
たが、契約前の手続きは特にありませんでした。

県協等から共済契約の申し込みを受けるにあたり、本共済に加入しようとする者（以
下「加入予定者」といいます。）に対して、日消から又は県協等を通して、本共済の重要
事項を記載した書面又はその他の適切な方法により本共済契約の内容の説明を行
い、加入予定者に、本共済への加入に同意する旨の文書を提出させ、又は消防団等に
おいて、その加入予定者が本共済への加入に同意する旨は代表者が加入予定者を代
表して表示することについて、その加入予定者が合意した場合には、その加入予定者
の同意について、所定の様式による共済加入契約申込書にその代表者等に記名押印
をしていただくことにより加入予定者の同意の確認を行うこととなりました。

加入予定者
（消防団員等）の
同意の確認

特に必要な手続きはありませんでした。

障害の等級

新しい福祉共済 これまでの福祉共済

共済契約の締結に際し共済金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のう
ち告知書等において本会が告知事項として質問することができることとしているな
ど、告知に関する規定を設けました。

告知義務

共済契約を締結した後、団体契約者である県協等に対して「共済証書」を交付するこ
ととしました。共済証書の交付

特に規定していませんでした。

特に交付していませんでした。

共済金の支払い事由が生じたときは、県協等を通じて日消に対して請求を行い、県協
等を通して受取人に支払う方式は、これまでと同じです。なお、請求に必要な書類の
確認やその期限等の規定の整備を行いました。

共済金の請求
及び支払

共済金を支払わない場合は、加入者又は共済金受取人の故意又は重大な過失による
場合等のほか、共済契約又は加入の無効又は取消等の場合とし、また、クーリング・オ
フの規定も設けました。

共済金を
支給できない場合

本共済契約に基づく将来の債務を確実に、将来発生が見込まれる危険に備えて計算
した金額を毎年度末に異常危険準備金限度額までこれまでより多く積み立てること
としました。

異常危険準備金
の積立

支払準備金引当預金として、前３か年度の平均
受入共済掛金年額の概ね100分の110に達す
るまで毎年度末積み立てることとしていました。

特に規定していませんでした。

地震、津波、噴火、風水害等の大災害等の発生により契約約款に定める共済金を支払うこ
とが困難と認められ、やむを得ない場合は、理事会の決議によって共済金を減額して支払
うことがありますとしているのはこれまでと同様です。ただし、掛金を増額する場合若しく
は共済金を減額する場合は主務官庁の認可を得なければならないこととなりました。

大災害等による
共済金の削減支払

本共済は、保有する共済契約の引受リスクを分散するためのひとつの方法である再
保険又は再共済はこれまでと同様に行わないこととしました。その理由は、基本的に
はこれまでの掛金（3,000円）を維持するために加入者にさらなる負担を求めることを
避けることですが、異常危険準備金については、これまでの積立基準よりもその限度
額を高くすることにより大災害等に備えることとしました。

再保険等

民間の保険会社が破綻した場合等、保険契約者の保護を図るための保険契約者保
護機構に加入していますが、本共済は、他の共済と同様にこの機構の対象とされてい
ない共済であるのはこれまでと同様です。

保険契約者
保護機構

加入者である消防団員等の福祉の増進と本共済の健全な運営を図るため、加入者の
健康増進や公務による事故の防止に資する事業など、これまでと同様に福祉増進事
業を行います。

福祉増進事業

本会は共済契約者（都道府県消防協会等）に対して、加入者からの掛金の収受又は加
入者に対する共済金の払込みその他共済契約約款に定められた事務の遂行につい
て、いつでも報告を求め又は調査することができるものとしました。

共済契約者に
対する調査等

これまでと同様に日本消防協会が公益財団法人の認定を得て行っています。

変更点はありません。

大災害の発生により規約に定める共済金
を支払うことが困難と認められる場合、共
済金を減額して支払うことができる規定
としていました。
特に規定していませんでした。

同じですが明確にしました。

変更点はありません。

財団法人日本消防協会が運営していました。運営主体

弔慰救済金については定額方式としました。
「非常勤消防団員等に係る損害補償

の支給等に係る省令別表第 に定める等級（以下「障害の等級」という。）による等級とす

本共済の重要
事項を記載した書面又はその他の適切な方法により本共済契約の内容の説明を行
い、加入予定者に、本共済 の加入に同意する旨の文書を提出させ、又は消防団等に
おいて、その加入予定者が本共済 の加入に同意する旨は代表者が加入予定者を代
表して表示することについて、その加入予定者が合意した場合には、その加入予定者
の同意について、所定の様式による共済加入契約申込書にその代表者等に記名押印
をしていただくことにより加入予定者の同意の確認を行うこと

本共済の重要事項を記載した書面で説明を行い、契
約の意向の確認を行って、県協等の記名押印を得て共済契約を締結する

る

て本会が告知事項として質問することができること

団体契約者である県協等に対して「共済証書」を交付

なお、請求に必要な書類の
確認やその期限等の規定の整備を行いました。

加入の無効又は取消等の場合とし、また、ク リング オ

毎年度末に異常危険準備金限度額までこれまでより多く積み立てる

フの規定も設けました。

掛金を増額する場合若しく

再
保険又は再共済はこれまでと同様に行わない

は共済金を減額する場合は主務官庁の認可を得なければならない

いつでも報告を求め又は調査することができるもの

この機構の対象とされてい
ない共済

これまでの福祉共済と変わったところ、変わらないところ
保険業法の適用を受けることにより、これまでの福祉共済と変わったところ、変わらないところの主なものは次のとおりです。

ディスクロージャー
消防団員等福祉共済収支決算の状況

日本消防協会福祉共済制度規約が定めた
重度障害の等級及び障害の等級第1級か
ら第6級までの状態に該当した場合として
いました。

共済金を支払わない場合は、加入者が故
意又は重大な過失があるとき等のみ規定
されていました。

運営者は日消とし、消防団員等は加入者と
し、県協等は、加入申込みの取りまとめ機
関という位置づけでした。

第６　共済契約の消滅（契約約款第29条)　
１　共済契約または加入者の加入はつぎの各号に該当する場合に消滅し、当該各
号に定める消滅年月日の翌日をもってその効力は失われます。

２　前項による共済契約又は加入者の加入が消滅し、消滅した日以降の未経過
掛金がある場合、その未経過掛金は本共済の収支に組み入れていることから返
還しません。
　Ⅴ　異常危険準備金の取崩基準　（事業方法書第29条、第3条）
　本会は、本共済契約に基づく将来の債務を確実に、将来発生が見込まれる危
険に備えて計算した金額の限度額まで毎年度末を異常危険準備金として積み立
てることとしており、その積立基準及び限度額は「掛金および責任準備金等の算
出方法書」に記載しているとおりです。また、その取り崩し基準は、保険業法等の
一部を改正する法律（平成17年法律第38号）施行令第43条第7号に規定すると
ころによるものとすると定めています。
　Ⅵ　大災害等による共済金の削減支払　（契約約款第11条）
１　地震、津波、噴火、風水害等の大災害等の発生によりこの契約約款に定める
共済金を支払うことが困難と認められ、やむを得ない場合は、理事会の決議に
よって共済金を減額して支払うことがあります。なお、本共済は、保険会社が破綻

した場合等において保険契約の資金援助等により保険契約者の保護を図ること
を目的としている保険契約者保護機構の対象とされていない共済です。　
２　共済金を削減して支払うときは、本会は、共済契約者を通じて共済金の受取
人に通知します。
　Ⅶ　掛金の増額又は共済金額の減額等　（事業方法書第19条） 
　本会は、その業務又は財産の状況に照らして本共済の継続が困難になる蓋然
性がある場合には、以下に定める手続きを行うことにより、共済契約の掛金を増
額し若しくは共済金額を減額すること（以下、この条において「契約条件の変更
等」という。）ができることとしています。　（1） 契約条件の変更等につき理事会
の決議を取得する。　（2） 前号に定める理事会の決議を取得した後、契約条件の
変更等のために必要となる基礎書類(共済事業規約、共済契約約款、掛金及び責
任準備金の算出方法書をいう。以下同じ。）の変更につき、主務官庁の認可を取得
する。　（3） 前号に定める主務官庁の認可を取得後、契約条件の変更等につき、
共済契約者を経由して加入者に通知する。なお、共済契約者を経由して加入者に
対する通知は、原則として契約条件の変更等の対象となる共済契約の共済期間
満了日の2か月前までに行う。
　Ⅷ　時　効　　（事業方法書第23条）（契約約款第31条）
　共済金、掛金の返還及びその他この共済に関連する一切の支払を請求する権
利は、支払事由が生じた日の翌日から起算して３年間これを行わないときは、当該
期間の経過をもって自動的に消滅します。

号
1

共済契約の消滅に該当する場合 消滅年月日
加入者の年齢が80歳6ヶ月に達したとき 80歳6ヶ月に達した日

2 加入者の死亡または重度障害の状態のとき 加入者の死亡または重度障害の
等級の決定した日

3 加入者が退団、退職又は除隊したとき 加入者の退団、退職又は除隊し
た日

4 加入者の本会からの脱退 加入者が本会から脱退した日の
属する月の末日

5 猶予期間の満了[共済契約の失効]
（第18条関係）

猶予期間満了日

6 告知義務違反による解除（第24条関係） 告知義務違反による解除の通知
の到達日

7 重大事由による共済契約または加入の解除（第26条
関係）

重大事由による解除の通知の到
達日


